
1 

 

議案第１３号 

白岡市下水道条例の一部を改正する条例 

第１条 白岡市下水道条例（平成１５年白岡町条例第８号）の一部を次の

ように改正する。 

別表を次のように改める。 

別表（第３８条関係） 

区分 基本使用料 

（１月につき） 

超過使用料 

（１立方メートル増すごとに） 

汚水排除量 金額 汚水排除量 金額 

一般 

汚水 

１０立方メ

ートルまで 

１，１２１円 １０立方メートルを超

え２０立方メートルま

で 

２０立方メートルを超

え３５立方メートルま

で 

３５立方メートルを超

え５０立方メートルま

で 

５０立方メートルを超

え１００立方メートル

まで 

１００立方メートルを

超える分 

１１０円 

 

 

１２４円 

 

 

１３８円 

 

 

１５１円 

 

 

１６６円 

公衆 

浴場 

汚水 

１００立方

メートルま

で 

８，３２６円 １００立方メートルを

超える分 

８２円 

臨時 １０立方メ

ートルまで 

２，７７４円 １０立方メートルを超

える分 

２７７円 

第２条 白岡市下水道条例の一部を次のように改正する。  

別表を次のように改める。 
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別表（第３８条関係） 

区分 基本使用料 

（１月につき） 

超過使用料 

（１立方メートル増すごとに） 

汚水排除量 金額 汚水排除量 金額 

一般 

汚水 

１０立方メ

ートルまで 

１，２９１円 １０立方メートルを超

え２０立方メートルま

で 

２０立方メートルを超

え３５立方メートルま

で 

３５立方メートルを超

え５０立方メートルま

で 

５０立方メートルを超

え１００立方メートル

まで 

１００立方メートルを

超える分 

１２６円 

 

 

１４２円 

 

 

１５９円 

 

 

１７４円 

 

 

１９１円 

公衆 

浴場 

汚水 

１００立方

メートルま

で 

９，５８４円 １００立方メートルを

超える分 

９５円 

臨時 １０立方メ

ートルまで 

３，１９３円 １０立方メートルを超

える分 

３１９円 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例中第１条の規定は令和４年１０月１日から、第２条の規定は

令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の白岡市下水道条例の規定による下水道使

用料の算定は、令和４年１２月１日以降に算定する下水道使用料につい
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て適用し、同日前に算定する下水道使用料については、なお従前の例に

よる。 

３ 第２条の規定による改正後の白岡市下水道条例の規定による下水道使

用料の算定は、令和６年６月１日以降に算定する下水道使用料について

適用し、同日前に算定する下水道使用料については、なお従前の例によ

る。 

    

令和４年２月１７日提出 

 

白岡市長 藤井 栄一郎 

 

提 案 理 由 

公共下水道事業の経営健全化を図るため、下水道使用料を改定すること

に伴い、本条例改正の必要を認め、この案を提出するものである。  


